
information
お知らせ 小諸市役所　〒 384-8501　小諸市相生町 3-3-3　

☎ 0267-22-1700　FAX0267-23-8766　https://www.city.komoro.lg.jp/

25 広報こもろ　令和３年１月号

　暮らしやすい小諸市を実現するた
め、ボランティアやＮＰＯなど市民活
動団体が行う公益的な活動に対し、
事業の一部を補助します。
▶補助金の種類

【チャレンジコース（上限 20 万円）】
原則、初めての団体が対象

【ステップアップコース（上限 15 万円）】
過去にチャレンジコースで補助を受け、
継続的かつ発展的に活動している団体
が対象（原則、前年度交付団体は除く）
▶応募説明会
　日時：2/2 ㈫ 18：30 ～
　場所：市役所 3 階第 2 会議室
　内容：①講演「市民活動をするため
　　　　　　　  に必要なこと」
　　　　②補助金の説明
▶応募方法（申請）
　受付期間：2/3（水）～3/4（木）
　受付場所：市民課
　※応募用紙は 2/3 より市民課で配布。
　　ホームページからもダウンロード可能。
▶補助金交付の流れ
　申請（2 ~ 3 月）→ 審査会（3 月）
　→ 補助決定（4 月）
　→ 事業実施（4 月 ~ 翌年 3 月）
　→ 補助金支払 → 発表会（翌年2月）
問　市民課　市民協働・相談係

市民活動促進事業補助金知佐久地域 学生＆保護者向けオンライン就活セミナー

　就活はじめの一歩。意外と知らない地元企業をご紹介！
　就職活動を本格的に始める前の学生と、その保護者を対象に、最新の就活事
情やＵターン就職者の体験談などをご紹介します。ぜひご参加ください！
▶日　時　2/6 ㈯　13:00 ～14:30
▶形　式　オンライン参加又は、「ワークテラス佐久」にて現地参加可能
▶講　師　㈱コミュニケーションズ・アイ キャリアコンサルタント　
　　　　　高橋 知也 氏
▶対　象　佐久地域への就職をお考えの学生と、その保護者（居住地や学年不問）
▶申　込　２月３日㈬までに、インターネットからお申込みください。
　　　　　（https://www.pref.nagano.lg.jp/sakuchi/sakuchi-shokan/
　　　　　　   kannai/kakuka/shokokankoka/index.html）

            　（詳細は右 2 次元コードからご覧ください）
問　佐久地域振興局　商工観光課　
　　☎ 0267-63-3157

募

ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給について

新型コロナウイルス感染症経済対策として、子育て中のひとり親世
帯に臨時特別給付金を支給していますが、依然として、ひとり親家庭
の生活実態が厳しい状況にあることを踏まえ、「基 本 給付」を再支 給し
ます。令和 2 年 12 月 11 日時点で 1 回目の申請をしていない方は、下
記のとおり申請してください。
　※既に 1 回目の支給を受けている方には再支給分を支給済みです。

▶対象者
①令和 2 年 6 月分の児童扶養手当の受給者（支給済）
②公的年金等受給により、令和 2 年 6 月分の児童扶養手当を受給されていない方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変し、収入が児童扶養手当を受 
　給している方と同じ水準になっている方（所得超過により児童扶養手当が支給停止
　になっている方、児童扶養手当を申請したことがないひとり親の方も対象）
▶申請
　厚生課へ直接、または郵送で申請してください。申請書は、市ホームペー
　ジに掲載する様式をご利用ください。厚生課窓口でもご用意しています。

※児童扶養手当が支給停止になっている方には、1月中旬以降に申請書を送付します
▶支給額
　【基本給付】１世帯 ５万円（第２子以降、１人につき３万円）
　　　　　　　（1回目の支給分もあわせて支給します）
　※支給要件を満たした場合に、可能な限り速やかに支給します。
▶期限　～2/26 ㈮（必着）
▶その他
　・①②の対象者の追加給付分も随時受付しています。
　・支給該当になった場合は、市単独事業「ひとり親の子育て世帯臨時
　　特別給付金」の対象となり、児童１人につき１万円が
　　支給されます。
問　厚生課　家庭支援係

　長野県主催による令和３年度「地域
発 元気づくり支援金」事前相談を開
催します。参加希望される団体は、相
談日前の 1/8 ㈮までに、市民課へ予
約をお願いします。
▶日　時　1/13 ㈬
▶会　場　市役所３階 第４会議室
▶主　催　佐久地域振興局
▶その他　相談時間は１団体当たり
　　　　　２０分程度

問　市民課 市民協働・相談係

地域発元気づくり支援金
事前相談知

　・支給該当になった場合は、市単独事業「ひとり親の子育て世帯臨時
　　特別給付金」の対象となり、児童１人につき１万円が

　地域発元気づくり支
援金を利用したこれま
での事 業などの 情 報
は、こちらからご覧く
ださい。


